
 1 

様式第１号 

会 議 録 

会 議 の 名 称 令和４年度 第３回所沢市文化財保護委員会 

開 催 日 時 
令和 ５年 ３月２８日（火） 

午後３時３０分 から 午後５時００分 

開 催 場 所 市役所４階 ４０１会議室 

出 席 者 の 氏 名 
林 宏一  新井政明  金井秀人  金澤 光  新藤康夫 

宮本八惠子 谷川章雄  羽生修二  佐藤孝之 

欠 席 者 の 氏 名 なし 

説明者の職・氏名  

議 題 

議事 

１ 所沢市指定文化財の指定について 

２ 鈴木家住宅資料調査 

 

報告 

１ 文化財保護課事業報告 

２ その他 

 

会 議 資 料 

会議資料：１   答申（案）所沢市指定文化財の指定について 

会議資料：１-１ 新指定文化財概要（木造千手観音及び両脇侍像） 

報告資料：１   文化財保護課の事業報告 

報告資料：２   地域計画パンフレット 

担 当 部 課 名 

教育総務部 

 部 長 千葉裕之  次 長 皆川博幸 

文化財保護課 

 課 長 稲田里織  副主幹 川島一禎 

           副主幹 内野忠雄 

主 査 赤松正美 

主 査 田島直子 

主 任 宮内洋英 

主 任 木村立彦 

教育総務部文化財保護課  電話０４（２９９１）０３０８ 
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発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

開会 

別件会議が重なり教育長、部長は遅れて出席することを報告。 

このため議事の順番を変更して開始することを説明。 

次長あいさつ 

文化財保護委員長あいさつ 

林委員長が議長となり、議事を進める。 

「所沢市情報公開条例」に基づき本会議、会議資料、会議録の公開

について諮り、公開とすることを議長が宣言。次に、会議録につい

ては要約方式、発言者の委員名は出さず「委員」の表示とすること、

会議録の確定は議長（委員長）の承認で行うことを確認した。 

 

議事 

２、「鈴木家住宅資料調査」について 

 

※事務局説明 

 

担当委員から補足説明をお願いします。 

 

建造物のほかに、これだけの量の民俗や絵画関係の資料が揃って

残っているのは珍しく、建造物だけではなく、全て揃った状態で史

跡指定というのが一番良いと思うが、所有者の意向もありそれは叶

わないようなので、私からは建造物の部材を保存して、将来の再生

ができるようにするということを提案した。立派な記録があっても、

資料自体が何も残っていないのでは、きちんとした形で後世に残す

ことはできない。建造物の部材が一部でも残っていれば記憶をたど

ることができる。現地で建造物を保存することができないのであれ

ば部材を残し、将来、復元再生できる状態にしておいてもらいたい。 

 

前回の審議でも鈴木家住宅関連資料の文化財的価値については、

審議をいただいている。建造物自体は所有者の意向で解体し、現地

で残すことは困難な状況であり、所蔵する民俗資料、古文書、書画

類は残るとしても、建造物も部材保存という形で残す工夫をすると

いう提言である。事務局でも、建造物を解体して部材保存をすると

いうのは大変な決断がいると思うが、委員の提言について、どのよ

うに考えているのか確認しておきたい。 

 

事務局としては、令和６年度当初予算において、一部でも部材保

存ができるよう事業化を進めていきたいとは考えている。 

 

事務局では部材を残していくという心づもりはあるとのことだ

が、他の担当委員の意見もお聞かせいただきたい。 

 

解体されるのは時間の問題で、担当委員から提案があったように、

部材を精査し解体・保存して、いつかその形を再現できるような体

制を整えるのが理想。その場合、建物の全部材を調査して保存する

方法と、調査は全体的に行ったとしても、時代時代の特徴を示す部 

分的な保存にするなど、いくつかの選択肢があると思う。 

 

様式第２号 
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委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

古文書や民具については家とセットで残っており、家屋のどこに

どういう風に置いてあり使われていたかがわかるのが一番良い。そ

うはいかないとなると、民具や古文書などもどう残していくのかを

考えなくてはいけない。 

 

未知数ではあるが、鈴木家住宅については、現地保存はできない

ため、いずれ機会があればどこかで再現できるように建造物を解体

した部材を一部残していくという方針でよろしいか。書画類の担当

委員は、今の意見に対してどうか。 

 
建造物も優先順位のような基準を定めてから残す部分、残さない

部分を決めた方が良い。 

 

鈴木家は、「長屋門」「前蔵」「離れ」はすでになく、今残って

いるのは「主屋」と「土蔵」の 2棟のみである。主屋は昭和 24年生

まれの現当主が中学の頃に子供部屋として使用しており、大幅に改

造されている。二階部分と中二階部分は明治 27年当時の増築部分が

全部残っている。調査保存するのであれば、土間の土台そのものは

変わってないので、主屋 1棟を調査保存すべきである。 

優先順位とすれば、「土蔵」はもともと離れていたので、所沢飛

行場と養蚕という 2つの大きな柱、時代の歴史をものがたる「主屋」

が優先ではないか。 

 

「主屋」が鈴木家の歴史を一番正確に反映している建造物である

との委員のご意見はごもっともである。 

 

建造物の場合は、部材を保存するという手はある。部材自体は建

造物本体と同じようなものだという考えは当然だから、部材を保存

するのは調査も含めて非常に重要である。 

 

現在、市では歴史的建造物 3 棟の部材を保存しており、そこに 1

棟プラスということになる。その部材を今後どのように活用してい

くかという事は、所沢市の基本的な姿勢に関わってくると思うが、

そのあたりもきちんと受け入れ、了解したうえで残していく。ただ

解体するとなると全てに番付をしていかなければならない。 

作業的には手間暇のかかる作業となる。それは所有者と市でも一

定の費用がかかるが、対応が可能と考えて良いか。 

 

来年度確実に予算がつくとは言えない。新規事業としてまずは手

を挙げないと先には進めないので、事業化に向けて取り組んでいく。

最終的には、教育委員会内や庁内での事業のランク付け、財政部門

と予算折衝がある。委員ご提案の通りの形に落ち着くかは分からな

いが、事務局としては、審議内容を踏まえて、事業化に向けて頑張

っていきたい。 
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議 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木家所蔵の古文書、民具関係、書画関係については、文化財的

な価値が高いということで、それぞれの調査内容が確定した段階で

指定に向けて審議をしていくといった形で委員の方々のご了解を得

た。建造物については、現地保存はできないが、解体後に部材を一

部保存していくという案が出てきたが、他の委員はいかがか。 

 

部材を残すというのも必要だが、文化財を映像で保存し記録を残

していくという発想があってもいいのではないか。 

 

今までの調査の中で、画像や映像は撮影しているか。 

 

今回の調査では記録動画は撮ってない。なお、記録動画ではない

が、本年度事業として商業観光課が「飛行場これからの 100 年」と

いう映画を作成しており、その中には鈴木家住宅も登場している。 

 

解体すれば建造物自体は無くなるので、解体前、解体途中等の映

像や画像はきちんと記録し保存しておく必要がある。 

 

1 棟全部の部材を保存するとなると広大な敷地も必要であるし、

維持費管理費もかかるので、規模を縮小して一部移築という形でも

いいのではないか。例えば江戸城の一部が喜多院に移築されている

ように。それなら多少経費が削減できるのではないか。 

 

一部移築というような提案がでたが、部材を残していくというこ

とでの基本的なご意見ということでよろしいか。 

 

鈴木家資料の全てを調査して、部材も残す、養蚕などの所蔵資料

も残す。これら全部というのは難しいと思うが、残していく方が良

い。所蔵資料の指定については、所沢の街に所沢飛行場という華や

かな時代もあったという事を示せたら面白い。 

 

まとめると建造物自体は指定文化財として評価するものにはなら

ないが、航空発祥や養蚕関係の歴史を伝えてきた建造物であるため、

部材だけでも残していく必要性はあるということで、この件に関し

てはご承諾をいただくということでよろしいか。 

 

先ほど映像で残すのはどうだろうという意見があった。調査は必

要だが、部材全部を残して再現するということになると、膨大な予

算がかかることになる。市の財政状況も踏まえそこまでの予算がつ

かない場合を考えると、バーチャルリアリティーで映像の記録から、

かつての建築当初の様子、明治 27 年の養蚕による大規模改造の時

代、そして昭和の戦後のモダン住宅への一部増改築の時代を経て、

ＶＲの映像で建物を再現して、その時代時代を象徴する養蚕とか、

二階の蚕室の一部とか、飛行場であれば VIP の部屋の部材などの資

料とバーチャルリアリティーの映像による建物の再現を組み合わせ

ると、予算は少なくて済むのではないか。大規模改造を繰り返して

いるお宅だから、建造物という視点で見るとそれが有形文化財とし

て評価するというのは難しいということなので、建造物を残すこと 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

を第一の選択肢にするのではなく、時代時代の独創的な部材を残し

つつ映像でカバーするということも含めてもいいのではないかと

思う。 

 

それは誠に説得力のある、しかも実現性の高い魅力ある提案だと

思う。解体して保存するというは大変だろうが、そういう形で効率

的しかも新しい手法を取り入れながらも部材の保存について、事務

局は検討をし、準備をして対応していただくということでよろしい

か。普通はこういった場合には指定を伴う作業を経てのことになる

が、これは有形文化財（建造物）としての指定は難しいということ

なので、指定はしないが基本的に保存は図るという対応でよろしい

か。担当委員はいかがか。 

 

今の意見で話されたことで思い出したが、フランスの修道院がフ

ランス革命で壊されて、ほとんど残っていないが、残っている壁の

一部の前に画像を置いてそれを見ると当時の建物が浮かび上がっ

てくる。また、柱とか、床柱などちょっとしたものしか残っていな

くても、それをＶＲで、再現するなど将来そういうやり方もあるか

もしれない。多少お金はかかっても部材はきちんと調査しておく。

そこから将来に活かせる形があるので、それだけはお願いしたい。 

 

事務局においては大変な宿題を引き受けることになるが、何を残

していくかということも、これから解体していく中で調査しながら

取捨選択をせざるを得ない。その辺は担当委員等の指導を受けなが

ら、必要最小限のものはきちんと将来残されていくという事で、充

分検討しながら進めて解体保存という方策をとっていただければ

と思う。次回以降の会議では、鈴木家が所蔵する古文書、民具資料、

書画類の指定の方向性について審議を進めていくということにな

る。委員の方々よろしいか。 

 

一同了承 

 

それでは鈴木家住宅の資料調査、建造物については終わらせてい

ただく。 

教育長がみえたので議題を（１）の所沢市指定文化財の指定につ

いての答申を行う。事務局の方から説明を。 

 

１ 所沢市指定文化財の指定について 

 

※事務局説明 

 

前回の審議会の中で詳しく説明をした。担当委員の私からもその

時申し上げたように、今回は平安時代の制作になる「木造千手観音

及び両脇侍像」「木造不動明王立像」と「木造毘沙門天立像」それ

ぞれ三尊の指定をするのが望ましい。木造千手観音立像については

33 年に一度という秘仏本尊なので常時の拝観は難しい。指定に伴

い文化財は保存と公開というのが基本なのだが、公開については強

いて求めない。ただ御前立の御像があるので、事務局には金乗院と

話をしてもらい、できれば御前立を常時拝めるような形で考えてい 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

ただく、という調整を進めることで委員の方々から承認をいただい

た。これについて文化財調書、これまでの経過の中で特に各委員何

か検討事項などあるか。よろしいか。では、この内容で答申をさせ

ていただく。 

 

林委員長から中島教育長に答申書が手渡される。 

 

委員の方々には現地でも長時間検討いただき、山口観音所蔵の

「木造千手観音及び両脇侍像」について指定ということでの答申を

させていただいた。あらためて委員長としてお礼を申し上げる。 

答申が済んだので会議に戻り、５の報告に入る。 

 

１．文化財保護課事業報告 

文化財保護グループ事業報告 

 

※事務局報告 

 

報告の中で確認、質問等はあるか。歴史的建造物整備・活用基本

計画についてはこのあとの会議でまた審議されるわけだが、特に事

務局から概略、説明等はないか。これは目を通していただければよ

いか。何かポイントになるようなものはないか。 

 

大きくは第 2回会議で報告をした「歴史的建造物整備活用基本方

針（素案）」から大きな変更はない。パブリックコメントを実施し

て個人 2 名と 1 団体、全体で 35 件の意見をいただいた。いただい

た意見を反映して修正した箇所もあり、また説明が足りない部分な

どはパブリックコメントの回答を通して丁寧にお答えしている。さ

らに、埼玉県文化資源課にも国登録有形文化財の整備活用であるた

め、事前に確認をいただいた。県担当からは「復元建造物」という

文言では、元のとおり復元するという意味合いになるため、部材を

活用するようなところが含まれているのであれば復元という言葉

はあてはまらないというご指摘をいただき、建造物担当委員にも相

談をして、「部材を用いた再生」という文言に修正した。さらに、 

「現状変更届の範囲以内」という部分は、現状変更届を出して登録

解除になる場合もあるため、この言い方はそぐわないというご指摘

をいただき、そこについては「留意する」と修正した。 

 

担当委員のお二人、これから大変でしょうがよろしく指導お願い

したい。その他質問等ありませんか。 

 

２月に行った文化財巡察の結果というのはこの委員会で共有さ

れるのか。 

 

次回会議で報告する。 

  

民俗資料館の団体見学で柳瀬・中富・山口の小学校の見学の場合、

説明案内等はどなたがされるのか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

文化財保護課職員のほか、民俗資料館の運営に協力をいただいて

いる各保存会の方々、さらに、山口民俗資料館では宮本委員にもご

協力いただいている。また、引率の教員には、事前見学をしていた

だき、各小学校でも事前に学習をしてから来館いただきたいと伝え

ている。 

 

旭橋の電燈の設計図はよく発見した。 

 

国重要文化財に指定されている埼玉県立文書館保管の埼玉県行

政文書があり、旭橋の架け替え事業が県事業であったということか

ら、そちらの行政文書を調査したところ、旭橋の架け替えに関する

資料一式が発見された。市民に情報提供を呼び掛けていたこともあ

り、「ところざわ文化遺産」に概要版を掲載して公表した。 

 

ふるさと研究グループ事業報告 

 

※事務局報告 

 

郷土資料収蔵施設検討庁内検討調整会議は、前とほとんど内容は

変わっていないように感じる。昨年、社会教育委員会議に私が出て

収蔵施設・博物館施設の必要性を提言し、そういう方向性での結論

が出た割にはほとんど影響がないという印象である。その辺を事務

局としてはもう少し踏ん張って頑張っていただきたい。 

 

このことについては私も重く受け止めている。文化財保護課の所

蔵資料は、現在、あちらこちらに散らばって分散して保管している

状態である。資料は、ただ保存しておけばいいというものではなく、

何とかしたいと思っている。郷土への愛着が高まるように進めてい

きたい。私としては、今が好機で時期を逃すともうないのではない

かという気持ちでいる。 

 

教育長を先頭に是非事務局の方でも頑張っていただきたい。 

 

埋蔵文化財グループ事業報告。 

 

※事務局報告 

 

滝の城跡の縄張り図がずれているとのことで訂正を。確認、質問

等あるか。発掘調査成果で人為的に埋め戻されたとのことだが、い

つ頃のものなのか。古い時代のものなのか、近世に入ってなのかわ

からないか。 

 

支配者が変わった時点でいろいろ改造されているが、時代は中世

にあたる。 
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議 長 

 

 

 

議 長 
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その他各委員何か質問等はあるか。 

 

２．その他 

 

次にその他。所沢市文化財保存活用地域計画作成について。 

 

所沢市では令和 5 年度から文化財保存活用地域計画の作成に着

手をする。この計画は市町村において取り組んでいく目標や取り組

みの具体的な内容を記載した、文化財の保存活用に関する基本的な

アクションプランであり、計画に従って計画的に取り組みを進める

ことによって、継続性、一貫性のある文化財の保存活用の促進を図

るためのものである。計画作成に伴ってこれまでの文化財調査資料

の整理・分析などを進める必要もあり、委員の皆様方にはそれぞれ

担当分野で協力をいただきたいと考えている。事業スケジュールと

しては、令和 5 年度に事前把握と課題抽出を行い、令和 6 年度、7

年度で計画を作成、令和 8年度夏の文化庁認定申請を目途に進めて

いきたいと考えている。 

 

これはこれまで行ってきた文化財保護の活動行政の大まとめ、体

系化ということになると思うので担当課としてご苦労が多いと思

うが、核を設けることも視野にいれながら頑張っていただきたい。 

こちらの報告事項も終わらせていただく。その他大きな次第のその

他は特にないか。 

これで今回の審議会は全て終了したので、進行を事務局の方に戻

したい。 

  

ありがとうございました。閉会にあたりまして、副委員長からひ

と言。 

 

閉会の挨拶。 


